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※翌年度以降、複数年度にわたり再取得事務

公有地先行取得制度
　土地開発公社が、市町、県等の依頼者に代わり、あらかじめ土地を買い取り、翌年度以降、債務負担

行為に基づき依頼者が数年に亘り、順次支払を行い、その土地を買い取る（再取得）制度です。
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